
 

 

                           

 

                                            

 

 

   

 

   

     
新型コロナウイルス感染症は 5類（感染症法）となり、インフルエンザと同等の対応となり

ました。初めての集団生活に入ると、様々な感染症にかかりやすくなります。予防のために、

手洗い、手指の消毒、できるだけ密を避けるなど、ご家庭でも感染予防に努めていただきます

ようお願いします。 

 

【登園前の体調チェック】 

・体温は、ルクミーの記入欄に記入してください。37.5℃以上ある場合、咳がひどい、嘔吐・下

痢がみられるなど体調が悪い時は、医師の診察を受け療養してください。 

 

【保育中に具合が悪くなった場合】 

○在園中に 37.5℃以上の熱がありましたら連絡しますので、お迎えをお願いします。 

熱が 37.5℃以上にならなくても、下痢・嘔吐等で体調が極度に悪く、また伝染性の病気の 

可能性があるなど、園での保育が無理と認めた時は、園長の判断でお迎えをお願いすることも 

あります。医師の診察を受け、おうちでゆっくり休養させてあげて下さい。 

 

☆特に入園当初は、新しい環境で子どもなりに緊張していたり、疲れたりしていると思います。

バランスのとれた食事と十分な睡眠がとれるようにしましょう。 

お子さんはおうちにいた時より、いろんな菌やウィルスに触れる機会が増えます。お熱が出て

しまうこともあるかと思いますが、そうやって免疫をつけて丈夫になっていくものなので、適

切な手当てをして見守っていきましょう。 

 

【薬について】 

    投薬は本来、医師に直接指示を受けた保護者が行うものです。保育園に通っていることを伝え

ていただき、可能ならば朝晩の服用にしてもらったり、降園後に服用する等考慮してください。

どうしてもという場合のみ、‘投薬依頼書’を薬と一緒に提出して下さい。 

☆注意事項          

①薬は、その時に園児を診察した医師が処方したものに限ります。 

保護者が個人的な判断で持参した薬（市販の薬、以前に処方された薬）は、対応できません。 

②１回分だけ持参し、袋に名前を書いて下さい。水薬も別の容器に移しかえて、１回分にして

下さい。 

③依頼書がないと投薬することはできませんので、必ず提出してください。 

 内服薬は、内服薬用の投薬依頼書を毎回提出してください。「薬剤情報提供書」がある場合は

添付して下さい。 

 塗り薬や点眼薬など数日間使用するものは、塗り薬・点眼薬用の投薬依頼書を提出してくだ

さい。6日間までは 1枚の依頼書で対応します。 

※ 投薬依頼書は事務所にあります。      

 

 ご協力、よろしくお願いします。 

 

ほけんだより 

 
R6.4.6 若草保育園 

 

おうちの方のご理解とご協力を頂き、園と家庭とで連携して、子ども達が 

健康で生き生きとした園生活が送れるよう努めていきたいと思います。 

 



【保健関係の予定】 

     ・毎月 発育測定      

・６月、１１月 嘱託医健診 

・歯科検診 

 

【伝染性の病気について】 

 

 疑わしい症状が見られたら、早めに受診し、医師の判断に従ってください。 

☆病気により、出席停止期間が異なる（法律で定められている） 

・新型コロナウィルス感染症 

・麻しん（はしか）             ・インフルエンザ   

・風しん                  ・水痘（水ぼうそう）  

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ、ムンプス） ・結核         

・咽頭結膜炎（プール熱）          ・流行性角結膜炎（はやりめ） 

・百日咳              ・腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26、O111等） 

・急性出血性結膜炎   ・侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎） 

 

☆病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止 

  ・溶連菌感染症         ・マイコプラズマ感染症 

  ・手足口病           ・伝染性紅斑（りんご病） 

  ・①ウイルス性胃腸炎（ノロウイルス感染症） 

  ・②ウイルス性胃腸炎（ロタウイルス感染症） 

  ・ヘルパンギーナ        ・RSウイルス感染症 

・帯状疱疹しん         ・突発性発疹 

  

※医師の証明書（出席停止解除）は、医師の判断で出していただけたら提出してください。 

 

その他、保育所において特に適切な対応が求められる感染症として、 

アタマジラミ症、疥癬（かいせん）、伝染性軟属腫（水いぼ）、伝染性膿痂しん（とびひ） 

B型肝炎などがあります。医師の診察を受け、指示に従ってください。 

   ＊厚生労働省：保育所における感染症対策ガイドライン（202３年５月一部改訂）に基づいています。 

     

【予防接種について】 

広報等によく目を通し、接種可能な時期になったら、体調の良い時に早めに接種しておきま 

しょう。 

  アレルギー体質のお子さんは、医師と相談の上行って下さい。接種後は、できるだけおうち

の方で、様子を見ていただくようお願いします。 

 

【健康診断について】 

  健診（4ヶ月、10ヶ月、1歳半、2歳 3ヶ月、3歳半）は、広報等によく 

目を通し、保健センターの指導に従って受けましょう。 

 

 


